
本市では、現在市内に２２の地域自治区を設置し、住民主体のまちづくりを進めており、それぞれの地

域自治区には、住民の声を市政に反映させ、地域の課題解決のための協議等を行う地域協議会を設置して

います。地域協議会は、地域の各種団体から推薦された委員と公募による委員で構成されており、各地域

自治区では地域協議会が中心となって、地域の各種団体と連携を図りながら、地域が抱える課題を解決す

るための会議（年４～８回程度）や取り組みを行っています。

この度、本郷地域自治区の地域協議会委員が令和４年３月末で任期満了となるため、次のとおり新しい

委員を募集しますので、住民主体のまちづくりに積極的に参画していただける方のご応募をお待ちしてお

ります。

１ 募集する委員

（１）委員：本郷地域自治区の地域協議会委員

（２）人数：４名

（３）任期：２年（令和４年４月１日～令和６年３月３１日）

（４）報酬：ありません

（ただし、会議の出席の際には、交通費などの経費として日額3,000 円を支給します）

（５）応募資格：本郷地域自治区内に住所を有すること。市民活動、地域活動を行ったことがある人。

または今後活動したい人。

２ 提出書類、応募方法など

（１）提出書類：応募用紙（別紙）

※応募用紙は、本郷地域事務所に置いてあります。

※市ホームページからダウンロードすることもできます。

（２）応募方法：応募用紙へ必要事項を記入し、募集期間内に、本郷地域事務所へ提出してください。

（郵送可）

（３）募集期間：令和３年１２月１日（水）～令和４年１月１４日（金）【必着】

（４）選考方法：本郷地域自治区地域協議会委員推薦委員会で選考し、結果は３月上旬に文書で通知する

予定です。

３ 地域自治区と地域協議会の仕組みや役割

市のホームページまたは本郷地域事務所に設置の「宮崎市の地域自治区」をご参照ください。

【問い合わせ先・応募先】

＜宮崎市本郷地域事務所＞

〒８８０－０９２１ 宮崎市大字本郷南方４０６１番地
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◇第１回本郷地域自治区地域協議会委員推薦委員会開催

本郷地域自治区地域協議会委員推薦

委員会では、地域協議会委員の推薦を

依頼する団体と、公募する委員の募集

内容について協議がなされました。

協議の結果、１４団体に１６名の委

員の推薦を依頼すること、公募委員を

４名とすること等が決定されました。

第4回地域協議会開催風景

（11月 16日）

◇第４回地域協議会開催

第１回推薦委員会開催風景

（11月 8日）

１１月１６日に開催された第４回地域協議会で

は、教育委員会企画総務課から、学校運営委員会

の設置とコミュニティスクールの目指す学校づく

りについて説明がありました。

協議事項としては、８月の書面協議で同意が得

られた令和３年度地域コミュニティ活動交付金に

係る事業計画の変更が正式に承認されました。

また、今回、新たな協議事項として「令和３年

度地域コミュニティ活動交付金に係る事業計画の

変更」について協議され承認されました。

変更の内容については以下のとおりです。

・「ふれあい夢広場事業」中止による、ステージ・音響（リース）代１６万円の減

・先進的な拠点施設に視察研修を行う「本郷地区拠点施設事例視察事業」のバス代等で１６

万円の増

・本郷地区内で景観整備に努めている各種団体と環境関係事業を共催する「本郷地区景観整

備支援事業」で１５万３千円の増
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本郷地区の皆さん、寒

いので風邪に気をつ

けてください。


